
いしかわプラスチックリサイクル促進モデル事業費補助金交付要綱 

 

 

（目的等） 

第１条 いしかわプラスチックリサイクル促進モデル事業費補助金（以下「補助金」とい

う。）は、廃プラスチックの資源循環を推進し、業界団体等が実施するマテリアルリサ

イクルの取組を支援することで、事業者の取組を加速させることを目的とし、その交付

については、石川県補助金交付規則（昭和３４年石川県規則第２９号）に定めるものの

ほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（補助事業等） 

第２条 補助金の交付の対象とする事業（以下「補助事業」という。）は、主に石川県内で

活動する企業・事業場で構成される業界団体等が実施する先導的な廃プラスチックのマ

テリアルリサイクルの取組に要するものとする。 

２ 補助事業は、次に掲げる基準を満たすものでなければならない。 

（１）申請事業について、国、県、及び市町の補助事業等の対象となっていないこと。 

（２）取組内容が法令等に違反しないこと。 

（３）政治活動、宗教活動を目的としていないこと。 

３ 補助対象者は、県内に事務局を有する業界団体又は、県内で活動する２社以上の企業

のグループとする。 

 

（補助対象経費、補助率及び補助金の額） 

第３条 知事は、補助事業を実施するために必要な経費のうち、補助金交付の対象として

知事が認める経費（以下「補助対象経費」という。）について予算の範囲内で補助金を交

付する。 

２ 補助対象経費、補助率及び補助金の額は、別表１のとおりとする。 

 

（補助金の交付の申請） 

第４条 補助金の交付の申請をしようとする者（以下「申請者」という。）は、別記様式第

１号による補助金交付申請書を知事に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。 

（１）補助事業経費のうち、補助金によって賄われる部分以外の部分の負担者、負担額及

び負担方法 

（２）補助事業の計画及び執行方法に関する具体的事項 

（３）補助事業の効果 

３ 知事は、第１項の申請書若しくは前項の書類に記載すべき事項に必要と認める事項を

追加し、一部を省略させ、又は前項の添付書類を省略させることができる。 

 



（補助金の交付の決定） 

第５条 知事は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必

要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたと

きは、交付の決定をするものとする。 

２ 知事は、前項の場合において必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につ

き修正を加えることができる。 

 

（補助金の交付の条件） 

第６条 知事は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成す

るため、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。 

（１）補助事業の内容の変更（知事が定める軽微な変更を除く。）又は補助事業に要する経

費の配分の変更（２０パーセント以内の変更を除く。）をする場合においては、知事の

承認を受けるべきこと。 

（２）補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、知事の承認を受けるべきこと。 

（３）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合

においては、速やかに知事に報告してその指示を受けるべきこと。 

（４）その他知事が必要と認める事項 

２ 第１項第１号又は第２号に規定する知事の承認を受けようとする者は、別記様式第２

号による承認申請書を提出しなければならない。 

 

（決定の通知） 

第７条 知事は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに

付した条件を別記様式第３号により申請者に通知するものとする。 

 

（申請の取下げ） 

第８条 補助金の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、

当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、

通知を受けた日から１５日以内に申請の取下げをすることができる。 

２ 前項の規定による補助申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の

決定はなかったものとみなす。 

 

（事情変更による決定の取消等） 

第９条 知事は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特

別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はそ

の決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業の

実施期間のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。 

２ 知事が前項の規定により補助金の交付の決定を取り消すことができるのは、次に掲げ

る場合に限るものとする。 

（１）天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業の全部



又は一部を継続する必要がなくなった場合 

（２）補助事業者が補助事業を遂行するため必要な手段を使用することができないこと。 

補助事業に要する経費のうち、補助金によって賄われる部分以外の部分を負担する

ことができないことその他の理由により補助事業を遂行することができない場合（補

助事業者の責に帰すべき事情による場合を除く。） 

３ 知事は、補助金の交付の決定取消をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに

付した条件を第 1 項の規定による別記様式第４号により申請者に通知するものとする。 

 

（補助事業の遂行） 

第１０条 補助事業者は、法令の定め並びに補助金の交付の内容及びこれに付した条件に

従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならず、補助金の他の用途

への使用をしてはならない。 

２ 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支の状況を明らかにした書類、帳簿等を常に

整備しておかなければならない。 

 

（実績報告） 

第１１条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の成果を記載した別記様

式第５号による実績報告書に当該補助事業に係る収支の状況を明らかにした書類を添え

て、知事に報告しなければならない。 

 

（補助金の額の確定） 

第１２条 知事は、補助事業の完了又は廃止に係る補助事業の成果の報告を受けた場合に

おいては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に

係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するもの

であるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定する。 

２ 知事は、補助金の額を確定したときは、別記様式第６号により速やかにその額を補助

事業者に通知する。 

 

（補助金の交付） 

第１３条 補助金の支払は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後にこれ

を行うものとする。ただし、知事が補助金の交付の目的を達成するため必要があると認

めるときは、概算払い又は前金払いをすることができる。 

 

（補助金の請求） 

第１４条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、別記様式第７号による補助金請

求書を提出しなければならない。 

 

（交付決定の取消） 

第１５条 知事は、補助事業者が、補助金の他の用途への使用をし、その他補助事業に関



して補助金の交付の決定の内容、又はこれに附した条件その他この要綱又はこれに基づ

く知事の措置に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部取り消すことがで

きる。 

２ 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても

適用があるものとする。 

３ 第９条第３項の規定は、第１項の措置を行った場合に準用する。 

 

（補助金の返還） 

第１６条 知事は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消

に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、返還させなけ

ればならない。 

２ 知事は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を

超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。 

 

（延滞金） 

第１７条 補助事業者は、補助金の返還を指示され、これを納期日までに納付しなかった

ときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年１０．９

５パーセントの割合で計算した延滞金を県に納付しなければならない。 

２ 前項の場合において、当該返還を要する補助金の未納付額の一部が納付されたときは、

当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その

納付金額を控除した額によるものとする。 

３ 知事は、第一項の場合においてやむを得ない事由があると認めるときは、延滞金を減

免することができる。 

 

（暴力団排除に関する誓約） 

第１８条 補助事業者は、別表２に定める暴力団排除に関する誓約事項について、本補助

金の交付申請前に別記様式第１号により、これに誓約しなければならない。 

 

（その他） 

第１９条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、知事が別に

定める。 

 

附 則 

 この要綱は、令和５年６月１日から施行する。 

  



別表１（第３条関係） 

補助対象経費 補助金交付額 補助限度額 

業界団体等が実施する先導的な

プラスチックリサイクルの取組

みに要する経費 

補助対象経費の10分の10

以内の額（千円未満切り捨

て） 

１，０００千円以内 

＜備考＞ 

１ 補助額は、1,000 円未満を切り捨てた額とする。 

２ 次の各号に掲げる経費は、補助対象経費から除外する。 

（１）対象事業の実施に直接必要がない経費 

（２）対象事業に係る経費として明確に区分できない経費 

（３）使途、単価、数量等が明確に区分できない経費 

（４）人件費及び食糧費（会議及び作業に係るお茶代は除く） 

（５）出資・出捐・貸付及び不動産取得に要する経費 

（６）消費税及び地方消費税 

（７）その他知事が不適当と認める経費 

 

別表２（第１８条関係） 暴力団排除に関する誓約 

暴力団排除に関する誓約事項 

補助対象者は、補助金の交付の申請をするに当たって、また、補助事業の実施期

間内及び完了後においては、次の各号のいずれにも該当しないことを誓約しなけ

ればならず、また、この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、不

利益を被ることとなった場合においては、異議は一切申し立てないことを誓約し

なければならない。 

記 

(１) 法人等（法人又は団体をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止

等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第２号に規定する暴力団をい

う。以下同じ。）であるとき又は法人等の役員等（法人である場合は役員、団体

である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。

以下同じ。）が、暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下

同じ。）であるとき。 

(２) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損

害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 

(３) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与す

るなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与し

ているとき。 

(４) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難さ

れるべき関係を有しているとき。  


